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令和２年第６回 

北竜町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  令和 2年 6月 22日(月) 午後 1時 30分から午後 2時 00分 

 

２．開催場所  すこやかセンター2階 会議室 

 

３．出席委員（11人） 

 

11番 水谷 茂樹（会 長）  ９番 出口 宜伸（会長代理） 

１番 高田 秋光   ２番 北清 裕邦   ３番 藤崎 正雄 

４番 松田  力   ５番 善岡 浩樹   ６番 大場 信一 

７番 川本 和幸   ８番 中村 広治     10番 植松 春雄 

４．欠席委員（ 0人）   

    

５．議事日程 

第 1 会議録署名委員の選出   3番 藤崎正雄・8番 中村広治 

第 2 会議書記の指名      南局長、滝上推進員、手嶋主事、下浦主事 

第 3 農政報告            

第 4 農業委員会会務報告     

第 5 議事参与の制限      無し 

第 6  議案第 17号  農地法第 18条第 6項の規定による合意解約について 

第 7 議案第 18号   農業経営基盤強化促進法第１６条の規定による要請について 

第 8 議案第 19号  農地法第５条第 1項の規定による許可申請について 

 

６．農業委員会事務局職員 

    南 秀幸事務局長・滝上和昭農地推進員・手嶋啓太主事・下浦健太主事 

 

 

７．参与   

    細川直洋産業課長  
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事務局長（南） 

 

 

 

議 長（水谷） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細川参与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

只今から、令和２年第６回農業委員会総会を開会します。 

水谷会長に挨拶をいただき、その後の議事の進行をお願いしま 

す。 

 

 ごくろうさまです。 

３年人気の最後の総会になると思われます。 

夜まで宜しくお願いします。 

それでは、令和２年第６回農業委員会総会を開会いたします。 

議案３件を審議致します。 

 

 

日程第１ 

会議録署名委員について、３番 藤崎委員、８番 中村委員を

指名させていただきます。 

 

日程第２ 

会議書記には、南局長、滝上推進員、手嶋主事、下浦主事を配

置します。 

 

日程第３ 農政報告について 細川課長お願いします。 

 

 

６月の農政報告と言うことで、６月１日現在の普及センターの

発表しております、生育状況と言うことで資料をお配りしており

ます。 

水稲については、「ななつぼし」になりますが、移植作業が２日

早い状況となっています。 

また、スイカの初出荷が６月７日、メロンが６月１１日に行わ

れております。 

こちらについては、例年とほぼ同じ時期の出荷となっていま

す。 

あと、農畜産物直売所「みのりっち」が先週末の６月２０日に

グランドオープンしておりますのでお知らせいたします。 

 

 

ダムの貯水量について説明します。 

現在、恵岱別ダムは、貯水量 ８５％と土地改良区より聞いて

おります。 

貯水計画があるのですが、６月２５日で通常１００％となって

いるのが通常であるそうです。 

今後雨が降れば大丈夫かなと土地改良区では言っておりまし

た。 
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議  長 

 

 

事務局長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

もし、晴れた日が続けば、水が足りなくなるかもと言うことで

あります。 

 

 

現在、交代水の予定は、ないのですか。 

 

 

今のところは、雨の降り具合の経過を見て判断するとのことで

す。 

 

 

日程第４ 委員会会務報告について、事務局から報告願いま

す。 

 

 

【４ページ朗読説明する。】 

 

 

日程第５ 議事参与の制限についてありません。 

 

 

日程第 6 議案第 17号 農地法第１８条第６項の規定による合

意解約について説明願います。 

 

 

5ページをお開き下さい。 

農地法第１８条第６項の規定による合意解約について 

 

議案第 17号 農地法第 18条第 6項の規定により、合意解約の

あった、別紙の者について議決を求める。 

令和２年６月２２日   北竜町農業委員会会長 水谷茂樹  

 

この合意解約は、恵岱別 深瀬澄夫さんと深瀬友博さんが平成

21年 10月 27日に経営移譲し、使用貸借している土地の一部で、

恵岱別 5番地 30の畑 500㎡です。   

この後に、議案第 19号で、転用案件ででてきますがこの土地を

転用するため一部土地を合意解約するものです。 

 

 

質疑等ございますか。 
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委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質疑なし】 

 

 

質疑等がありませんので採決します。 

合意解約 受理番号 2-７について承認される方は、挙手願いま

す。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

合意解約 2-7について承認いたします。 

 

 

日程第 7 議案第 18号 農業経営基盤強化促進法第１６条の規

定による要請について説明願います。 

買入協議２件を一括で説明願います。 

 

 

７ページをお開きください 

議案第 18号 農業経営基盤強化促進法第１６条の規定による要

請について 

所有権移転に係るあっせん申出を別紙のとおり受理したが、利

用権設定等が早期には困難であるため、北海道農業公社による買

入協議を北竜町に要請することについて議決を求める。 

令和２年６月２２日  北竜町農業委員会会長 水谷茂樹 

 

次のページをご覧下さい。 

受理番号 2-買-4 

申出者の住所・氏名  美葉牛 板垣義一さん 

6月 8日に利用調整会議を開き、優良農地と判断されるが、地

域の担い手に集積するのに時間を要するため、合理化法人に買入

協議が必要と判断された。 

 

土地の所在ですが、資料の 1ページに航空写真があります。 

美葉牛 98-1外 11筆で内 田が 11筆 畑が 1筆で総面積

84,675㎡となっています。 

 

 

※改めて買入協議について説明しますが、買入協議の案件は、

土地の売買で 1,500万円の譲渡所得の特別控除があります。 

土地を売りたいが、売買の引き受け手がなかなか見つからずと
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

りあえず中間管理機構（公社）が預かると言うことになります。 

実際は、公社は、裏で次に引き受ける相手がいないと買入協議

は実施しないのが実態であります。 

 つまりこの事業は、1,500万円の控除のための手法であるとい

えます。 

 売りたい土地を分割して、2回で 3,000万控除が取れるかと言

うと税務署の判断となりますので、控除が取れるかもしれません

が 2年連続は、認めないと言うこともあります。 

 昨年 11月より施行されました、利用改善団体（利用規程）を

つくることで 2,000万控除が受けられる制度もできたところであ

りますが、租税特別措置法第 34条第 3項では、二以上の年に渡

って買い取りが行われた場合、最初に買い取りが行われた場合の

み適用しこれ以外の買い取りは適用されないとなっています。 

 但し、利用改善団体が違えば 2回利用でき 4,000万控除ができ

る。と農業会議の佐藤部長が解釈をしておりました。 

 この 2,000万円控除については、後ほど滝上推進員が説明をい

たします。 

 

 次のページをお開き下さい。 

受理番号 2-買-5 

申出者の住所・氏名  美葉牛 山田光春さん 

6月 8日に利用調整会議を開き、優良農地と判断されるが、地

域の担い手に集積するのに時間を要するため、合理化法人に買入

協議が必要と判断されてます。 

 

土地の所在ですが、資料の２ページに航空写真があります。 

美葉牛 102-15外 11筆で内 田が 11筆 畑が 1筆で総面積

98,786㎡となっています。 

 以上で説明を終わります。 

 

 

 受理番号 2-買-4について質疑等ございますか。 

 

 

【質疑なし】 

 

 

質疑等がありませんので採決します。 

受理番号 2-買-4について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 
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議  長 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受理番号 2-買-5について質疑等ございますか。 

 

受理番号 2-買-5について、承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

議案第 17号について、買入協議を行うことを町に要請いたしま

す。 

 

 

次に日程第 8 議案第 19号 農地法第５条の規定による許可申

請について説明願います。 

5条の申請 2件を一括で説明願います。 

 

 

10ページをご覧ください。 

議案第 18号 

農地法第５条第 1項の規定による許可申請について 

農地法第５条第 1項の規程による、許可申請があったので審議

を求める。 

令和 2年 6月 22日提出  北竜町農業委員会会長 水谷茂樹 

 

 

次のページをお開き下さい。 

その前に前回の農業委員会総会で農振の除外について意見書を

提出しましたがその経過について説明をします。 

 

前回の農業委員会総会で、農業振興地域の除外について、受理

番号 2-1の深瀬さんの後継者住宅と受理番号 2-2の川村さんの後

継者住宅と禅林寺の駐車場について、北竜町農業委員会では問題

はないと意見書を提出しました。 

しかし、当農業委員会では、禅林寺の駐車場については、転用

許可基準の甘い第２種農と判断することにしましたが、道では、

10㌶未満の一団の土地ではなく、第 1種農地であると判断されま

した。また、転用計画の駐車場の面積が大き過ぎるとの判断もあ

りました。 

町では、権原移譲を受けておりませんので、この３件の案件に

関し、北海道が認めなければ農業振興地域の除外をすることがで
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きないため、後継者住宅の建築が遅れ年内に完成することが出来

ない可能性があると判断して、道と協議して禅林寺の駐車場に関

しては、農業振興地域除外の計画を外すことにしました。 

今回は、後継者住宅の２件のみ計画を提出し、６月１６日に承

認を道から受けました。 

それでは、第 1種農地でありながら禅林寺の駐車場は、転用が

出来るのか、道に相談をしました。道からの回答では、農地法施

行規則第 35条第 5号の既存施設の拡張（拡張にかかる部分の面

積が既存施設の敷地の面積の 2分の 1を越えないものに限る。）

を該当させることができるとアドバイスを受けました。 

そのことから、西川 5番地 3 面積 3,237㎡から分筆して、禅

林寺境内（西川 6番地１）面積 3,651㎡の半分の 1,825㎡以下に

分筆してから、次回の農業振興地域計画変更をすることに関係者

に連絡をしました。 

 

それでは改めて、申請番号 2-1と 2-2について説明します。

11ページと 12ページに概要が記載されていますが、詳細につい

ては、資料の 5ページをご覧いただき説明します。 

  

貸主  恵岱別 深 瀬 澄 夫 

借主  恵岱別 深 瀬 友 博 

 

土地の所在は、恵岱別 5番地 30 地目は、畑 

面積は、500.69㎡となります。 

 

次の６ページをご覧下さい。 

権利は、許可日から 50年間の使用貸借となります。 

転用目的は、農業後継者住宅建築であります。 

7ページに資金計画がありますが、計画に対して融資証明書と

預金残証明書も確認しております。9ページに図面が添付してあ

ります。 

土地改良区からも意見書を貰い支障がないと意見書を受領しま

した。 

4ページに戻りますが、以上のことから転用されることがやむ

を得ないと認めるものと判断しております。 

 

 次に 11ページをお開き下さい。 

貸主  板谷  川 村   功 

借主  板谷  川 村 祐 太 

 

土地の所在は、板谷 34番地 2 地目は、畑 

面積は、1,447㎡となります。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

次の 12ページをご覧下さい。 

権利は、許可日から 50年間の使用貸借となります。 

転用目的は、農業後継者住宅建築であります。 

 

13ページに資金計画がありますが、計画に対して融資証明書と

預金残証明書も確認してあります。 

 

15ページに図面が添付してあります。 

土地改良区からも意見書を貰い支障がないと意見書を受領しま

した。 

 

10ページに戻りますが、以上のことから転用されることがやむ

を得ないと認めると判断しております。 

 

 

質疑等ございますか。 

 

 

【質疑等なし】 

 

 

質疑等ありませんので採決いたします。 

受理番号 2-1について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

次に、受理番号 2-2について、承認される方は、挙手願いま

す。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

議案第 19号農地法第５条の規定による許可申請について、農業

委員会意見書を添付して、許可申請北海道に進達いたします。 

 

以上で、総会に提案された議案について、全て終了しました。 

これをもちまして、令和２年第６回総会を閉会いたします。 
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議  長                           

 

 

３番委員                           

 

 

８番委員                           


